
��

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

個
人
住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

　

平
成
21
年
か
ら
平
成
25
年
ま
で
に
新
築
ま

た
は
増
改
築
の
住
宅
に
入
居
し
た
方
で
、
所

得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
額
が
あ
る
場
合
に
、
個
人
住
民
税
か

ら
控
除
す
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
で
は
給
与
支
払
報

告
書
や
確
定
申
告
書
な
ど
に
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
適
用
を
受
け
ら
れ
ま
す
の

で
、
市
町
村
へ
の
申
告
は
不
要
で
す
。

　

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
に
入
居
し

た
方
に
適
用
さ
れ
て
い
る「
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
申
告
書
に
基
づ
く
税
額
控

除
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
仕
組
み
と
さ
れ
、

給
与
支
払
報
告
書
や
確
定
申
告
書
な
ど
に
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
に
関
す
る
事
項

が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
適
用
を
受
け
ら

れ
ま
す
の
で
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
申
告
書
を
市
町
村
へ
提
出
す
る
こ
と
は
不

要
で
す
。

○
個
人
住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

　

控
除
額

前
年
の
所
得
税
に
お
け
る
住
宅
ロ
ー
ン
特
別
控
除
額

前
年
の
住
宅
ロ
ー
ン
特
別
控
除
前
の
所
得
税
額

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
住
宅
ロ
ー
ン
特
別

控
除
額（
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
可
能
額
）

【
０
を
下
回
る
場
合
（
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
き
）
は
除
く
】

※
控
除
限
度
額
は
、
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
等
の
額
の

　

５
％
（
９
７
、５
０
０
円
を
限
度
）

−＝

・
初
め
て
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
特
別
控
除

の
適
用
を
受
け
る
方
は
、
税
務
署
で
所
得

税
の
住
宅
ロ
ー
ン
特
別
控
除
の
確
定
申
告

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
２
年
目
以
降
の
方
で
、
給
与
所
得
の
み
で

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
含
む
年
末

調
整
が
済
ん
で
お
り
、
勤
務
先
か
ら
給
与

支
払
報
告
書（
源
泉
徴
収
票
）を
市
町
村

へ
提
出
さ
れ
る
方
は
、
個
人
住
民
税
の
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
に
あ

た
っ
て
、
給
与
支
払
報
告
書
の
摘
要
欄
に

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
可
能
額
」お

よ
び「
居
住
開
始
年
月
日
」を
必
ず
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。

・
年
末
調
整
の
済
ん
で
い
な
い
方
や
給
与
所

得
以
外
の
所
得
の
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、

税
務
署
で
確
定
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
確
定
申
告
を
さ
れ
る
場
合
は
、
確

定
申
告
書
の
第
２
表
の「
特
例
適
用
条
文

等
」欄
に「
平
成
○
○
年
△
△
月
□
□
日
居

住
開
始
」と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

㊟
申
告
期
限
は
、
平
成
23
年
３
月
15
日
で

す
。
期
限
後
の
申
告
で
は
、
個
人
住
民
税

の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
給
与
支
払
報
告
書（
源
泉
徴
収
票
）や
確
定

申
告
書
に
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
な
い
と
き
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

提
出
さ
れ
る
際
に
十
分
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

※
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
の
間
に
居

住
開
始
さ
れ
た
方
で
、
か
つ
退
職
所
得
や

山
林
所
得
が
あ
る
方
、
平
均
課
税
の
適
用

を
受
け
る
方
は
、
旧
制
度
に
よ
る
適
用
を

受
け
た
場
合
が
新
制
度
よ
り
有
利
に
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
市
町
村

へ
平
成
23
年
３
月
15
日
ま
で
に「
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」の
提
出

が
必
要
で
す
。

※
平
成
19
年
お
よ
び
平
成
20
年
に
居
住
開
始

さ
れ
た
方
は
、
所
得
税
に
お
い
て
控
除
期

間
の
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ

の
税
額
控
除
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

氷
川
町
役
場　

税
務
課　

住
民
税
係

　

☎
52
ー
５
８
５
３

国
税
電
子
申
告･

納
税
シ
ス
テ
ム（ｅ
ー
Ｔａ
ｘ
）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ　
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
!

　
「
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム（
ｅ
ー

Ｔ
ａ
ｘ
）」を
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
す
と
、
国

税
に
関
す
る
各
種
手
続
き（
①
所
得
税
、
法

人
税
、
消
費
税
、
酒
税
お
よ
び
印
紙
税
の
申

告
、
②
全
て
の
国
税
の
納
税
、
③
法
定
調
書

の
提
出
な
ど
の
申
請
・
届
出
等
）が
自
宅
や

事
業
所
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。（
事
前
に
手
続
き
が
必
要
で

す
。）

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
、
確
定
申
告
を
す

る
と
大
変
便
利
で
す
。

①
医
療
費
の
領
収
書
、
生
命
保
険
料
控
除
の

証
明
書
、
給
与
所
得
・
公
的
年
金
等
の
源

泉
徴
収
票
な
ど
、
一
定
の
第
三
者
作
成
書

類
の
添
付
が
省
略
で
き
ま
す
。
こ
の
と
き
、

書
類
の
内
容
を
入
力
し
送
信
す
る
と
と
も

に
、
書
類
の
保
存
が
必
要
で
す
。

②
申
告
者
ご
本
人
の
電
子
証
明
を
添
付
し

て
、
そ
の
年
分
の
確
定
申
告
期
限
ま
で
に

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
確
定
申
告
を
す

る
と
、
平
成
19
年
分
か
ら
平
成
22
年
分
の

い
ず
れ
か
の
年
分
で
１
回
、
所
得
税
額
か

ら
最
高
５
千
円
の
税
額
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。（
電
子
証
明
書
等
特
別

控
除
）

（
注
意
）

　

そ
の
年
分
の
所
得
税
額
が
５
千
円
に
満
た

な
い
場
合
は
、
電
子
証
明
書
等
特
別
控
除
額

は
そ
の
年
分
の
所
得
税
額
が
限
度
に
な
り
ま

す
。
ま
た
控
除
で
き
な
か
っ
た
控
除
額
が

あ
っ
て
も
、
そ
の
金
額
を
翌
年
以
降
に
繰
り

越
し
て
控
除
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

③
電
子
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
税

理
士
に
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
理
士

の
電
子
証
明
書
の
み
で
申
告
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。（
代
理
送
信
）こ
の
場
合
、
電

子
証
明
書
等
特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

④
還
付
申
告
を
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
で
提
出
さ
れ
ま

す
と
、
還
付
金
が
早
く（
３
週
間
程
度
）

戻
り
ま
す
。

●
確
定
申
告
関
係
書
類
の
事
前
送
付
に

つ
い
て

　

前
年
、
自
宅
や
税
務
署
の
会
場
な
ど
の
パ

ソ
コ
ン
か
ら
「
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス

テ
ム（
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
）」で
申
告
さ
れ
た
方
お

よ
び
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
し
て
申
告
さ

れ
た
方
に
は
、
確
定
申
告
関
係
書
類
は
送
付

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
21
年
分
の
確
定
申
告
に
お
い

て
、
税
務
署
の
会
場
な
ど
の
パ
ソ
コ
ン
で

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
申
告
を
行
っ
た
方
お
よ
び
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
し
て
申
告
さ
れ
た
方
で
、

平
成
22
年
分
も
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方

に
つ
い
て
は
、
申
告
時
に
必
要
な
情
報
を
記

載
し
た「
お
知
ら
せ
は
が
き
」が
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
申
告
の
際
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
確
定
申
告
関
係
書
類
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
出
力
し
て
使
用
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　

出
力
が
で
き
る
関
係
書
類
は
、
①
所
得
税

確
定
申
告
、
②
所
得
税
確
定
申
告
の
手
引
き
、

③
収
支
内
訳
書
、
④
青
色
申
告
決
算
書
な
ど

　

な
お
、
１
月
下
旬
か
ら
、
八
代
税
務
署
お

よ
び
氷
川
町
役
場
税
務
課･

宮
原
振
興
局
窓

口
に
も
備
え
付
け
ま
す
。

　

確
定
申
告
関
係
書
類
に
つ
い
て
お
分
か
り

に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
八
代

税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
給
与
所
得
者
の
確
定
申
告

　

給
与
所
得
者
の
所
得
税
は
、
毎
月
の
給
料

や
賞
与
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
、
そ
の
年
の
最

後
の
給
料
や
賞
与
の
支
払
い
時
に
行
わ
れ
る

「
年
末
調
整
」
に
よ
っ
て
精
算
さ
れ
ま
す
か

ら
、
大
部
分
の
給
与
所
得
者
の
方
は
改
め
て

確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、

①
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
方

②
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
各
種
所
得

　

の
金
額
（
例
え
ば
、
生
命
保
険
契
約
等
に

　

基
づ
く
一
時
金
を
受
け
取
ら
れ
た
場
合
や

　

不
動
産
の
貸
付
に
よ
る
収
入
が
あ
る
場
合

　

な
ど
）
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

償
却
資
産
申
告
書
の

　
　
提
出
は
１
月
31
日
ま
で

　

償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で
工
場
や

商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
人
が
、
そ
の
事

業
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
機
械
・

器
具
・
備
品
な
ど
を
い
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
構
築
物
（
煙
突
、
鉄
塔
な
ど
）、

機
械
及
び
装
置
（
旋
盤
、
ポ
ン
プ
、
動
力
配

線
設
備
な
ど
）、
船
舶
、
運
搬
具
、
工
具
な

ど
で
す
。

　

償
却
資
産
は
、
事
業
者
自
ら
が
市
町
村
に

毎
年
１
月
末
日
ま
で
に
申
告
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在

の
資
産
状
況
を
１
月
31
日（
月
）ま
で
税
務
課

へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
書
類

　

申
告
書
・
種
類
別
資
産
明
細
書

▼
課
税
標
準
額

　

平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
の
償
却
資
産
の

　

価
格
で
、
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格

　

で
す
。

▼
免
税
点

　

課
税
標
準
額
の
合
計
が
１
５
０
万
円
未
満

　

の
場
合
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
税
額

　

課
税
標
準
額
に
１
０
０
分
の
1.4
（
税
率
）

　

を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

氷
川
町
役
場　

税
務
課　

資
産
税
係

　

☎
52
ー
５
８
５
３

③
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
方

な
ど
は
、
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
、

　

①
風
水
害
な
ど
の
災
害
に
遭
わ
れ
た
方

　

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
わ
れ
た
方

　

③
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新
築（
購
入
）・
増
改

　
　

築
し
、
年
末
に
お
い
て
金
融
機
関
等

　
　

か
ら
の
借
入
金
残
高
の
あ
る
方

な
ど
は
、
確
定
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ

れ
て
い
る
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

な
お
、
確
定
申
告
書
用
紙
は
、
１
月
下
旬

か
ら
八
代
税
務
署
お
よ
び
氷
川
町
役
場
税
務

課･

宮
原
振
興
局
に
備
え
付
け
ま
す
が
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
確
定
申
告
に
必
要

な
書
類
を
出
力
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
確
定
申
告
書
の
作
成
に
当
た
っ
て

は
、「
所
得
税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」を
ご

利
用
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を

ご
利
用
い
た
だ
く
と
簡
単
に
作
成
で
き
ま
す
。

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

https://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.nta.go.jp/

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

八
代
税
務
署

　

☎
32
ー
３
１
４
１（
自
動
音
声
案
内
）


